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わが家や実家の将来 いま相談してみませんか?

空家 ・ 住まいの終活
無料相談会セミナー

令和７年３月１７日（月）

相鉄不動産販売株式会社
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空家・住まいの終活 無料相談会

【セミナー内容（１５分）】

 空家・住まいの終活に活用できる各種サービスのご紹介

①リースバック （3分）

②リフォーム＆リース （3分）

③空地・空家巡回 （3分）

 住まいの相談窓口 「くらそラウンジ」のご紹介（3分）

 「くらそラウンジ」 運営会社のご紹介（3分）
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空家・住まいの終活 無料相談会

【本日のセミナー内容】

 空家・住まいの終活に活用できる各種サービスのご紹介

①リースバック

②リフォーム＆リース

③空地・空家巡回

 住まいの相談窓口 「くらそラウンジ」のご紹介

 「くらそラウンジ」 運営会社のご紹介
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①リースバック

「リースバック」 資料

不動産会社

不動産会社
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①リースバック

【サービスの活用例】
 リースバックを活用しながら、高齢者向け施設への入所など、老後に備えた場合
手順① 高齢者向け施設などへの住み替えや将来の健康不安・老後に備えて、住み替えを検討開始。
手順② 自宅をリースバック契約で売却。住み慣れた自宅にそのまま賃貸住宅として居住。月々の賃料支払いが始まります。

⇒相続対策、空家化の予防につながります。
手順③ 住み慣れた自宅に住みながら、手元の資金で希望の高齢者向け施設を探すなど、具体的な資金計画で老後に備えた準備ができます。
手順④ 新たな居住先が決まったら定期賃貸借契約を解約し引越すだけ。わずらわしさがありません。

 リースバックを活用しないで、高齢者向け施設へ入所などの老後に備えなかった場合
手順① 高齢者向け施設などへの住み替えを検討開始。
手順② 希望の高齢者向け施設が見つかるが、資金がないので早急に不動産の売却や株などの現金化が必要になることもあり。

⇒認知症などにより即時の売却ができない場合もあります。
手順③ 売却期間が⾧期化し、住み替え手続きを行う期間に間に合わないケースもしばしば見受けられます。
手順④ 想定金額で売却できず、目論みより資金ショートしてしまう場合があります。

「リースバック」

→事前対策が空家予防につながる
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サービスの主なポイント
自宅の売却先である買主（不動産会社等）から建物を借りることで、売却後も住み慣れた自宅に住み続けることができる。
自宅を売却した後、すぐに引越しはすることなく、時期が来ればそのまま転居先に引っ越しができる。
仕組みとしては不動産の売買契約と賃貸契約を同時に締結するだけ。
自宅を売却して得た資金は、自由に使うことができるため、債務の返済、生活資金、事業資金、入院費、施設入所資金などに活用できる。
所有権は買主にあるため、固定資産税はもちろん、マンションの場合は管理費や修繕積立金の支払いも不要になる。
将来、買い戻すことができる特約があれば、事情が変わり所有権に戻したい時は、再び買い戻すこともできる。ただし、売却した金額より
高くなるケースが多い。

デメリット
売却金額が通常売却金額よりも低くなることがある。
家賃の支払いが発生するため、無理のない資金計画を立てる必要がある。また、周辺の賃貸物件の相場よりも家賃が高いケースが見受けられる。

リバースモーゲージとの違い
リースバックと比較されがちなのは、金融機関が扱うリバースモーゲージ。
自宅を担保にして資金を借入して利息のみを返済し、所有者が亡くなったときに相続人が売却して返済をするスキームが多い。
リースバックは売却、リバースモーゲージは資金の借入となる。
リースバックは所有権を第三者に移転、リバースモーゲージは所有権の移転がない。
リースバックの方が調達できる金額は高い傾向にある。
一般的に月々の支払負担額（リースバックは家賃、リバースモーゲージは返済）はリバースモーゲージの方が低い傾向。
リースバックは資金の使途は自由、リバースモーゲージは一般的に年齢や資金使途により利用条件が厳しく制限されることがあり。

まとめ 「リースバック」とは？

①リースバック
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空家・住まいの終活 無料相談会

【本日のセミナー内容】

 空家・住まいの終活に活用できる各種サービスのご紹介

①リースバック

②リフォーム＆リース

③空地・空家巡回

 住まいの相談窓口 「くらそラウンジ」のご紹介

 「くらそラウンジ」 運営会社のご紹介
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②リフォーム＆リース

不動産会社

リフォーム会社

例 例

例

きっかけはどんな時？



©2024 Sotetsu Group  All rights reserved P.8

【サービスの活用例】
 空家を「リフォーム＆リース」で活用
手順① 住まなくなった自宅や相続を受けた不動産について、活用の検討開始。
手順② 活用したい不動産をサブリース契約し、リフォーム費用の持ち出しは不要で、リフォーム工事を実施します。

⇒当初、賃料とリフォーム費用が相殺されます。
手順③ 賃借人が見つかることで賃料が発生し、安定収入が確保できます。固定資産税等への充当が期待できます。

⇒空家等の流通・活用促進につながる。

 一般的な流れ
手順① 「リフォーム＆リース」のサービスを実施している不動産会社（企業）への相談。
手順② 不動産会社（企業）よりリフォーム内容やその費用、賃貸借期間、賃料等の提案を受ける。

⇒昨今、資材の高騰等により活用が難しいケースもあり。
手順③ サービス終了次第、売却を検討したり相続により親族が入居するケースも見受けられます。

「リフォーム＆リース」

→ 空家等の流通・活用促進につながる

②リフォーム＆リース
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サービスの主なポイント
 所有者が空家を不動産会社にサブリースし、所有者のリフォーム費用の持ち出しは不要で、リフォーム済みの不動産を賃貸として貸し出しする
サービスです。

 不動産会社がリフォーム費用を立替えし一定期間の月々賃料で相殺します。
 契約期間は通常5～10年程度です。

まとめ 「リフォーム＆リース」とは？

②リフォーム＆リース

メリット
 費用負担の軽減 リフォーム費用の持ち出しは不要です。（賃料で相殺します。）
 安定した収入 入居状況に関わらず、賃料収入が得られます。（固定資産税等へ充当できます）
 資産価値の向上 リフォームにより物件に付加価値がつきます。
 将来の選択肢 契約終了後、所有者に物件が返還されます。売却や賃貸など次の用途を検討する時間ができます。
 管理の手間削減 賃貸経営のリスクや手間を不動産会社がサポートします。

デメリット＆注意点
 収益の制限 通常の賃貸と比べて賃料収入が低額となります。
 ⾧期契約 ５～１０年の契約期間中、自由に物件を使用できません。
 対象不動産 リフォーム費用が高額化する老朽化した建物や低額な賃料となる恐れのある不動産は適用できません。
 リフォーム工事 屋根や外壁、躯体などの大規模リフォームは、施工しないのが一般的です。

資材高騰等によりリフォーム費用が高額となり低額な賃料の場合、相殺が難しく適用できないケースがあります。
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空家・住まいの終活 無料相談会

【本日のセミナー内容】

 空家・住まいの終活に活用できる各種サービスのご紹介

①リースバック

②リフォーム＆リース

③空地・空家巡回

 住まいの相談窓口 「くらそラウンジ」のご紹介

 「くらそラウンジ」 運営会社のご紹介
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③空地・空家巡回

ｻｰﾋﾞｽﾒﾆｭｰ
例

業務の委託を受けた
不動産会社が
これらを実施
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【サービスの活用例】
 住まなくなった自宅、相続を受けた不動産の「空地・空家巡回サービス」を活用
手順① 住まなくなった自宅、相続を受けた不動産の活用を検討開始。
手順② 不動産の活用方法（賃貸・売却等）が定まらず「空地・空家巡回サービス」の契約を締結し定期巡回開始。
手順③ 毎月費用は発生するが、将来的な活用方法（賃貸・売却等）を決めるために要する期間、専門業者が管理を代行してくれます。

⇒空家の管理、防犯等対策で活用

 一般的な流れ
手順① 住まなくなった自宅、相続を受けた不動産の活用を検討開始。
手順② 将来的な不動産の活用方法（賃貸・売却等）を決めるために要する期間がどのくらいになるのか、その間、ご自身や親族の力を借りて

継続して十分な管理ができるのか、管理方法等を検討。
手順③ 毎月費用は発生するが、建物の劣化を防ぎ地域の安全性や美観を保つため、専門業者による「空地・空家巡回サービス」 を活用。

⇒資産価値の維持や管理不足空家等の防止・解消にも貢献

「空地・空家巡回」

→ 定期的な点検やメンテナンスにより

地域の安全性や美観を保てます。

③空地・空家巡回
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③空地・空家巡回

まとめ 「空地・空家巡回」とは？
サービスの主なポイント
 所有者が不在の住宅や土地を適切に管理するためのサービス。
 専門業者が依頼を受けて、定期的な巡回や点検・清掃・換気・庭木の手入れなどを行い、物件を良好な状態に保つ。異常があれば迅速に報告し、
必要に応じて修繕や対策を提案。

 将来的な活用方法（賃貸・売却等）を決めるために要する期間、物件の劣化や周囲への影響を最小限に抑える重要な役割を果す。
 一時的な転勤や⾧期入院時に利用するケースが増加している。

メリット
 防犯、ご近所トラブルも回避 空き家を適切に管理することで、草木の越境、倒壊、漏水、動物などで近隣住民に迷惑をかけるリスクを予防

地域社会との良好な関係を維持できる。
 専門業者による管理 空地・空家巡回サービスを利用すると、専門業者が定期的に巡回し、物件の状態を細かくチェック。建物の劣化

を防ぐための対策や、異常が発見された場合の迅速な対応が期待できる。
 資産価値を守る効果 人が住まなくなると途端に劣化するのが建物。適切なメンテナンスを行うことで、将来の処分まで物件の資産

価値を維持できる。

デメリット
 ランニングコストの負担 空き家管理サービスは、サービス内容により費用が加算されます。サービス内容を十分理解して活用する必要が

ある。また、昨今、人件費等の上昇により値上げされているケースが散見される。

空地・空家放置によるリスクとは?
 法的リスク あまりに管理がされてない場合、自治体から「管理不全空家」や「特定空家」に指定。
 資産価値の低下 適切なメンテナンスが行われない場合、建物の劣化が進む。
 安全性の懸念 空家が荒廃すると、倒壊の危険性が高まり、周囲に危害を及ぼしてしまう。
 犯罪の温床 空家は不法侵入や不法投棄、放火などの犯罪の温床になることも。犯罪集団に狙われるかも・・・。
 地域への悪影響 空家の外観が荒れていると、近隣住民に不安を与え、地域の景観や住環境も損なう。
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空家・住まいの終活 無料相談会

【本日のセミナー内容】

 空家・住まいの終活に活用できる各種サービスのご紹介

①リースバック

②リフォーム＆リース

③空地・空家巡回

 住まいの相談窓口 「くらそラウンジ」のご紹介

 「くらそラウンジ」 運営会社のご紹介
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住まいの相談窓口 「くらそラウンジ」

住まいの相談窓口 「くらそラウンジ」とは？
→ 横浜市が委託・提携 相談無料・安心

→ 各種サービスについて具体的なご相談ができます
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空家・住まいの終活 無料相談会

【本日のセミナー内容】

 空家・住まいの終活に活用できる各種サービスのご紹介

①リースバック

②リフォーム＆リース

③空地・空家巡回

 住まいの相談窓口 「くらそラウンジ」のご紹介

 「くらそラウンジ」 運営会社のご紹介
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くらそラウンジ 運営会社

くらそラウンジ運営会社は？
→ 「相鉄不動産販売株式会社」です

→ 相鉄沿線に７店舗あります
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「くらそラウンジ」 運営会社

本日のセミナー講師

店⾧
田邉 利也 （たなべ としや）
出身:相模原市
趣味:カラオケ・ゴルフ
資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・損害保険募集人

～ ご清聴ありがとうございました ～


